
（様式第２号）

　SDGsの内容を理解しSDGs達成に向けた方針及び取組を下記のとおり宣言します。

記

SDGs達成に向けた経営方針等

要件２の関連

する番号

なお取組が複数の分野にまたがる場合は、それぞれの分野を入力してください。

・要件２に記載した取組との関連性がある場合には、「要件２の関連する番号」に番号を記載して

ください。

【記載留意点】

・上記については「SDGs達成に向けた経営方針等」を記載いただくとともに、「SDGｓ達成に向け

た具体的な取組のチェックリスト」（様式第３号）に記載いただいた取組を踏まえ、

「SDGs達成に向けた重点的な取組」を記載してください。

・指標は、原則として数値目標を記載してください。

・「環境」、「社会」、「経済」の３側面のすべてについて重点的な取組を記載してください。

社会　　

経済

人材育成（適切な能力開発、教育

訓練、適宜講習の開催）組合主

導,有識者による定期的な技術指

導による、組合員のスキルは勿

論、モチベーションの向上。

毎年、組合が内部は勿論、外部講習等の

受講を促し、人材育成を行う。また組合

が主導となり、定期的な技術指導等を行

い、2030年までに、組合員各工場に有

資格者を最低3名は育成する。

9

社会　　

経済

人材の流動化。（具体的には、定

年を迎えた人材の再雇用制度の確

立）　女性の雇用、それに準じた

率先した環境づくり（育児休暇を

促す等）

2030年までに、女性従業員（管理職及

びドライバーを含めた）を各組合員の工

場に最低3名は増員する。また定年退職

者への再雇用制度を構築し人材の流動化

に努める。同時にその環境構築。

7  10

当組合の綱領である「我々は、国土開発の基礎資材産業人たる誇りを持ち、豊かな社会の創造と社会的使命の

達成に努める」はSDGsの理念、目的及び方向性を同じくするものと考え、組合員一人一人が自覚、行動に移

すことにより、SDGsの達成を推進します。

３側面 SDGｓ達成に向けた重点的な取組 2030年に向けた指標

環境　　

経済

組合が主導となり、率先した削減

案を周知する。また組合員の廃棄

物（残コン）排出量を把握し、削

減に努める。

組合全体で産業廃棄物（残コン）の削

減。具体的には出荷量に対して、2％以

下。
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